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八戸地域広域市町村圏事務組合の人事行政の運営等の状況について 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由               （各年４月１日現在） 

       区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和６年 令和７年 

普
通
会
計
部
門 

一般行

政部門 

議 会 1 1 0  

総 務 1 1 0  

民 生 5 5 0  

衛 生 21 23 2  

 計 28 30 2  

消 防 部 門 417 416 ▲1  

小 計 445 446 1  

合 計 
445 

[481] 

446 

[481] 
0  

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

 ２ [ ]内は、条例定数の合計です。 

 

（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 

20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳   

  

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

 
 

計 

未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上   

職員数 
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

4 20 37 51 66 70 47 43 39 30 32 7 446 

 

(３）職員数の推移                         

① 職員数 

職員数の推移は次のとおりです。（各年４月１日現在） 

 

 

② 会計年度任用職員（フルタイム） 

  地方公務員法及び地方自治法の改正（令和２年４月１日施行）により新設された会計年度任用職員 

のうち、フルタイムの会計年度任用職員の職員数は０人（令和７年４月１日現在）です。 

    年 

度 

部 門 

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R2～R7年までの 

増減率（%） 

一般行政 29 29 30 28 28 30 3.4 

消防 408 412 413 416 417 416 ▲0.2 

合計 433 437 442 441 445 446 0.2 
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 ③ 再任用職員 

  職員が長年培ってきた能力・経験を活用するとともに、雇用と年金との連携を図ることを目的とし 

て、定年退職した職員を再雇用する再任用制度を導入しています。 

  任用状況は、次のとおりです。 

 

区 分 
R6.4.1 時点の任用状況 R7.4.1 時点の任用状況 

一般行政 消防 計 一般行政 消防 計 

再任用職員(人) ４ ９ １３ ２ １０ １２ 

内

訳 

フルタイム勤務

（人） 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

短時間勤務（人） ４ ９ １３ ２ １０ １２ 

 

（４）新規採用の状況               （各年４月１日現在） 

試験職種区分 
令和６年 

新規採用者 

令和７年 

新規採用者 

消防士(Ａ)大学卒 ３ ２ 

消防士(Ｂ)高校卒 ６ ５ 

計 ９ ７ 

 

（５）退職者の状況（令和６年度） 

区 分 定年退職者 自己都合退職者等 計 

一般行政 ０ ０ ０ 

消  防 ３ ３ ６ 

  （注）再任用職員の退職は含みません。 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

平成28年度より能力評価と業績評価からなる人事評価制度を導入しております。職務遂行の過程で見ら

れた職員の意欲、能力及び勤務の実績等を適確に把握し、評価することにより、職員の能力開発（人材育

成）・勤務意欲の向上・適材適所の人事配置等を進めるとともに、職員が能力を最大限発揮し、その能力を

有効活用することを通じ、組織力の向上を図ります。 

 

（１）能力評価 

概要 
職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行

われる勤務成績の評価（５段階） 

評価期間（評価基準日） 令和６年４月１日～令和７年３月 31 日（令和６年 11 月１日） 

対象者 一般職の職員 

評価結果の活用 令和７年１月の昇給に反映 
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（２）業績評価 

概要 
職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行わ

れる勤務成績の評価（５段階） 

評価期間（評価基準日） 令和６年４月１日～令和７年３月 31 日（令和７年２月１日） 

対象者 一般職の職員 

評価結果の活用 翌年度（令和７年度）の勤勉手当に反映 

 

 

３ 職員の給与の状況 

（１）人件費（令和６年度普通会計決算） 

住民基本 

台帳人口 
歳出額(A) 実質収支 人件費(B) 

人件費率 

(B)/(A) 

５年度の 

人件費率 

297,817人 8,397,875千円 226,622千円 4,016,669千円 47.8％  46.7％ 

（注）１ 人件費には、退職手当組合負担金、共済費（保険料）等を含みます。  

     ２ 住民基本台帳人口については、当組合の構成団体（八戸市・三戸郡の全町村及び上北郡 

おいらせ町）の住民基本台帳人口の合計です（令和7年3月31日現在）。 

 

（２）職員給与費（令和６年度普通会計決算） 

職員数(A) 
給 与 費（千円） 一 人 あ た り

給与費(B/A) 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 

  458  人 1,771,226 540,685 709,448 3,021,359 6,596千円 

（注）１ 職員手当には、退職手当は含みません。 

     ２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です（再任用短時間勤務職員を含む）。    

   

（３）一般行政職給料表の状況（令和７年４月１日現在）                         (単位：円)                                                                       

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１号給の 

給料月額 
183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300 

最高号給の 

給料月額 
258,100 308,500 354,700 389,300 398,200 415,700 450,900 488,500 

 

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在） 

  ① 一般行政職 

区 分 
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国比較ベース） 

当組合   44.3歳 330,733円  358,313円  356,629円 

国 41.9歳 332,237円     －  円 414,480円 

青森県 42.5歳 321,300円  384,183円 349,835円 
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② 消防職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

当組合   39.3歳  328,121円   415,425円 

  ③ 技能労務職 

区 分 
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国比較ベース） 

当組合  －  －  －  － 

国 51.3歳 294,567円  － 337,907円 

青森県 54.1歳 305,500円 342,029円 321,950円 

 

（５）職員の初任給（令和７年４月１日現在） 

区  分 
当 組 合 国 県 

初任給 初任給 初任給 

一般行政職 
大学卒 225,600円 220,000円 225,600円 

高校卒 194,500円 188,000円 194,500円 

消 防 職 
大学卒  251,800円 － － 

高校卒  221,200円 － － 

技能労務職 高校卒 192,500円 － 192,500円 

 

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（令和７年４月１日現在） 

区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

一般行政職 
大学卒 － 303,900円 － 

高校卒 － － － 

消 防 職 
大学卒 292,075円 312,714円 363,900円 

高校卒 281,060円 295,289円 316,357円 

 

（７）期末手当・勤勉手当（令和６年度） 

当 組 合 国 県 

期末手当 

6月 1.225月分 

12月 1.275月分 

計  2.500月分 

勤勉手当 

6月  0.975月分 

12月 1.075月分 

計  2.050月分 

期末手当 

6月 1.225月分 

12月 1.275月分 

計  2.500月分 

勤勉手当 

6月 1.025月分 

12月 1.075月分 

計  2.100月分 

期末手当 

6月  1.225月分 

12月 1.275月分 

計  2.500月分 

勤勉手当 

6月 0.975月分 

12月 1.075月分 

計  2.050月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置有り 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置有り 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置有り 
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（８）退職手当（令和６年度） 

区  分 
当 組 合 国 県 

自己都合 定 年 自己都合 定 年 自己都合 定 年 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（２～45％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（２～45％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（２～20％加算） 

（注）１ 当組合は青森県市町村職員退職手当組合に加入しており、退職手当の支給率は同組合の支        

給条例に基づくものです。 
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（９）特殊勤務手当 

支給実績（令和６年度） 9,821 千円 

支給職員１人あたり平均支給年額（令和６年度）      36 千円 

手当の種類（手当数）※令和６年４月１日現在 ７種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

主任技術者手当 八戸環境クリーンセ

ンター、八戸清掃工

場、八戸リサイクル

プラザの技術管理者 

一般廃棄物処理施設の技術

管理者、電気主任技術者、

ボイラー・タービン主任技

術者、特定化学物質作業主

任技術者が行う業務 

月額 2,600円 

清掃業務手当 八戸環境クリーンセ

ンター、八戸清掃工

場、八戸リサイクルプ

ラザの職員 

廃棄物の処分業務 日額  380円 

毒物等取扱手当 八戸環境クリーンセ

ンターの職員 

毒物、劇物、特定毒物を使用

する水質分析、汚泥等分析

の業務 

日額  100円 

機関員手当 消防職員 大型消防自動車若しくは特

殊自動車又は消防艇の運転

若しくは整備業務 

1月の従事日数 

7日以上   2,000円 

  4日～6日   1,200円 

普通消防自動車の運転又は

整備業務 

7日以上   1,000円 

  4日～6日   600円 

救急業務手当 消防職員 緊急患者の搬送等の業務 回  150円 

新型コロナウイルス感染症

から人の生命及び健康を保

護するために緊急に行われ

た措置に係る業務 

患者等の身体に接触し、又

は患者等に長時間にわたり

接触して行う業務 

日額   4,000円 

 

上記以外の業務 

日額   3,000円 

潜水作業手当 消防職員 救助又は訓練等のため、潜

水器具を着用し、潜水作業

に従事したとき 

回  200円 

   

（10）時間外勤務手当 

令和６年度 
支給実績 95,875千円 

職員１人あたり平均支給年額  217千円 

令和５年度 
支給実績 90,910千円 

職員１人あたり平均支給年額 206千円 
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（11）その他の手当（令和６年度支給割合など） 

【扶養手当】 

内容 
令和６年度 

支給実績 

国の制度 

との異同 

子 

10,000円/月   

76,297千円 同じ （16～22歳の子）  5,000円/月加算 

子以外 6,500円/月   

 

【住居手当】 

借家・借間   家賃に応じて100円/月～27,000円/月  32,105千円 異なる 

 

【通勤手当】 
   

交通機関利用者  運賃相当額（最高限度額55,000円）  

交通用具利用者  2,000円/月～31,600円/月 
 44,261千円 同じ 

 

【管理職手当】 
   

事務局長、部長、消防長又はこれらに相当する職      76,000 円/月 

14,088千円 異なる 
部次長、消防本部次長、消防監である署長又はこれらに相当する職 

                                      63,000 円/月 

課長、署長又はこれらに相当する職              54,000 円/月 

 

【夜間勤務手当】 

午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した職員 

勤務１時間あたりの給与額の100分の25 
 53,079千円 同じ 

 

【宿日直手当】 
   

正規の勤務時間以外の時間及び休日に、本来の勤務に従事しないで庁舎、備品、

書類等の保全その他必要な事務に従事した場合において、その勤務回数に応じ

て支給 

・勤務１回につき4,400円（勤務時間が５時間未満のときは2,200円） 

1,960千円 同じ 
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【単身赴任手当】 

内容 
令和６年度 

支給実績 

国の制度と

の異同 

職員の住居と配偶者との住居の交通距離に応じて支給 

30,000円/月～100,000円/月 
360千円 同じ 

 

【休日勤務手当】 
 

 

祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務

した職員  勤務１時間当たりの給与額の135/100 
175,821千円 同じ 

 

【寒冷地手当】 
 

 

世帯

主 

扶養親族あり 19,800円/月 

36,818千円 同じ 扶養親族なし 11,400円/月 

その他の職員 8,200 円/月 

11 月から翌年３月まで支給 ※青森県内は全市町村4級地

の支給額 

 

（12）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 報酬年額 

管理者 48,000円 

副管理者 39,700円 

議長 36,000円 

副議長 33,600円 

議員 31,200円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 範  囲 

勤務時間 

（休憩時間を除く） 
８：１５～１７：００ 

休憩時間 １２：００～１３：００ 

勤務を要しない日 土曜日、日曜日 

休日 国民の祝日、１２／２９～１／３ 

  （注） 勤務場所及び職種により、勤務時間、勤務を要しない日、休日が異なる場合があり、それぞ

れ勤務時間を定めています。 
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（２）休暇制度の概要・種類等（令和７年４月１日現在） 

休暇の種類 有給・無給 概       要 

年次有給休暇 有 給 
１年度につき最高20日間（未使用の年次休暇は、20日を限度として翌

年度に繰越） 

病気休暇 有 給 

負傷または病気のために療養する必要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合、医師の証明に基づき、その療養に

必要な期間認められる休暇 

介護休暇 無 給 

配偶者、子、父母、配偶者の父母などの親族で、負傷、疾病又は老齢

により２週間以上日常生活を営むのに支障がある者の介護をするた

め、勤務しないことが相当な場合に認められる休暇 

（２週間以上６ヶ月以内） 

特別休暇 有 給 

主な特別休暇 

産前休暇 出産予定日以前の８週間（多胎妊娠14週間）以内 

産後休暇 出産日の翌日から８週間以内 

結婚休暇 ７日以内 

忌引休暇 配偶者10日、父母７日、子７日、祖父母３日等 

ボランティア

休暇 

被災地における支援活動や障がい者支援施設・特別

養護老人ホーム等で支援活動を行う場合、１年度に

つき５日以内 

妻の出産 出産の日からの２週間以内に３日以内 

子の看護等 

休暇 

中学校就学前の子の看護等を行う場合、１年度につ

き５日以内（子が２人以上の場合は10日以内） 

短期介護 

休暇 

配偶者、子、父母、配偶者の父母などの親族で、負傷、

疾病又は老齢により２週間以上日常生活を営むのに

支障がある者の介護をする場合、１年度につき５日

以内（要介護者が２人以上の場合は 10 日以内） 

育児参加 

休暇 

妻の出産予定日の６週間前（多胎妊娠の場合は14週

間前）から出産後１年までの間に、生まれた子や小学

校就学前の子を養育する場合、５日以内 

夏季休暇 ５日以内 

 

（３）年次有給休暇の取得状況（令和６年度） 

年次有給休暇は、原則１年度に20日取得できますが、その年度に取得しなかった年次有給休暇の

日数は、20日を限度に翌年度へ繰り越すことができます。 

区分 総取得可能日数 

(a) 

総取得日数 

(b) 

対象職員数 

(c) 

平均取得日数 

(b)/(c) 

消化率 

(b)/(a) 

消防以外 1,084.4 405.1 28 14.5  37.4％ 

消防 16,500 4,620 416 11.1  28.0％ 

（注）対象職員数には、令和６年度中の中途採用者や中途退職者、育児休業や休職の事由がある職員な

どを含みません。 
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５ 職員の休業に関する状況 

育児休業に関する制度は、３歳未満の子を養育するため休業することができる「育児休業制度」と、小

学校入学までの子を養育するため、１日の勤務時間のうち２時間を超えない範囲内で勤務しないことがで

きる「部分休業制度」、同じく小学校入学までの子を養育するため、週19時間25分～24時間35分の勤務時間

を選択できる「育児短時間勤務制度」があります。 

育児休業の取得状況（令和６年度） 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分者（令和６年度） 

分限処分とは、職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２７条及び第２８条の 

規定に基づいて行う処分です。 

令和６年度は、分限処分がありませんでした。 

 

（２）懲戒処分者（令和６年度） 

    懲戒処分とは、職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２９条の規定に基づいて行

う処分です。 

    令和６年度は、懲戒処分が４件ありました。 

    内訳としましては、停職２件、減給２件となっております。 

 

７ 職員の服務の状況 

（１）服務規律の遵守に関する取組状況 

服務規律の遵守については、文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び

服務規律の徹底に努めています。 

 

（２）職務専念義務の免除 

地方公務員法第３５条の規定により、職員には、法律または条例に特別の定めがある場合を除き、

その勤務時間中、職務に専念する義務が課せられています。 

例外的に職務専念義務が免除される場合の主な例は、次のとおりです。 

法律に定めがある場合 条例に定めがある場合 

○分限休職処分を受けた場合（地方公務員法） 

○育児休業または部分休業をする場合（地方

公務員の育児休業等に関する法律） ほか 

○研修を受ける場合 

○厚生に関する計画に参加する場合 

○その他任命権者が定める場合 

・全国大会規模の各種競技会に役員、選手等と

して参加する場合 ほか 

 育児休業取得者数 

     (a) 

部分休業取得者数 

(b) 

(a)(b)のうち 

両休業取得者数 

育児短時間勤務取

得者数 

男性職員 ０人 ０人 ０人 ０人 

女性職員 ０人 １人 １人 ０人 

計 ０人 １人 １人 ０人 
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８ 職員の退職管理の状況 

令和６年度退職者（７名）の再就職状況は下記のとおりです。 

  

当組合に再就職 当組合以外に再就職 

小計 
届出 

なし 
計 

再任用 

その他 

(非常勤特

別職等) 

国、地方 

公共団体等 

地方独立 

行政法人 

そ の 他 

民間団体 

全    体 ３ ０ ２ ０ ０ ５ ２ ７ 

（注）１ 退職手当の支給を受けることなく、退職して引き続き国や地方公共団体などの職員となった場

合は含みません。 

   ２ 再任用職員の退職も含みます。 

 

９ 職員の研修の状況 

職員の資質向上、消防業務の専門的知識及び技術の習得のため各種研修、入校を行っています。 

区分 主な研修 受講者数 

消防本部研修 

総務研修（特別総務研修含む） ６２３人 

予防研修（WEB開催もあるため総視聴人数は不明） ３３９人 

指令救急研修 ３９０人 

昇任者研修 ３３人 

消防司令・消防司令補研修 ９５人 

小 計 ① １４８０人 

入校 

消防大学校 

総合教育 幹部科 １人 

緊急消防援助隊教育科 指揮隊長コース １人 

専科教育 新任教官科 １人 

小 計 ② ３人 

青森県 

消防学校 

初任教育 ９人 

専科教育 火災調査科 ５人 

専科教育 救急科 ８人 

専科教育 救助科 ５人 

幹部教育 中級幹部科 ２人 

専科教育 警防科 ２人 

専科教育 予防査察科 ２人 

専科教育 特殊災害科 ２人 

小 計 ③ ３５人 

  合計（①＋②＋③） １,５１８人 
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10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）健康診断等の状況 

    法令に基づき職員の健康診断を実施しています。 

 

（２）公務災害の状況 

    公務上または通勤による災害（負傷、疾病、障がいまたは死亡）を受けた職員には、地方公務員

災害補償法に基づき、その災害によって生じた損害が補償されます。 

公務災害の認定および補償については地方公務員災害補償基金青森県支部が行っており、令和６

年度は、公務災害が２件あり、通勤災害は０件でした。 

 

（３）福利厚生の状況 

      当組合職員は八戸市職員互助会に加入しており、同互助会が主体となって慶弔見舞金の給付、 

スポーツ・レクリエーション大会の開催などの事業を実施しています。 

 

（４）利益の保護の状況 

   令和６年度において、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立てはありませ

んでした。 

 


